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久 永 豊 彦

とおり意見書を提出する。

地方自治法第233条第２項を準用する同法第292条の規定により、審査に付された令和３

年度太田川原野谷川治水水防組合会計歳入歳出決算及び附属書類を審査したので、次の

写

大 庭 通 嘉
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（注）

文中及び各表中の金額等の記述は、次の要領による。

１

 一致しない場合及び合計額又は差額を調整した場合がある。

２ 比率は、百分率で小数点以下第２位を四捨五入し、第１位までを表示した。

３ 文中及び表中に用いた符合等の用法は次のとおりである。

「0.0」　 ・・・ 該当数字はあるが、表示単位未満を四捨五入した結果のもの

「－」 　 ・・・ 該当数字のないもの、算出不能又は無意味なもの

「△」 　 ・・・ 対比又は比較等がマイナスとなったもの

「皆増」  ・・・ 前年度に数値がなく全額増加したもの

「皆減」 ・・・ 本年度に数値がなく全額減少したもの

金額の単位未満の数値は原則として四捨五入した。このため、合計額又は差額が

目　　次

3



１ 審査の種類

決算審査(地方自治法233条第２項)

２ 審査の対象

令和３年度　太田川原野谷川治水水防組合会計歳入歳出決算

３ 審査の着眼点

（１） 決算書及び附属資料が、関係法令に基づいて作成されているか。

（２） 決算書類に記載された計数等は正確であるか。

（３） 予算の執行状況は適正であるか。

４ 審査の主な実施内容

証拠書類とを照合点検するとともに、関係職員から説明を聴取し、審査を実施した。

５ 審査の実施場所及び日程

（１） 袋井市　監査室

（２） 令和４年７月８日

６ 審査の結果

認められた。

令和３年度　太田川原野谷川治水水防組合会計歳入歳出決算審査意見書

太田川原野谷川治水水防組合監査基準に準拠し、審査の着眼点に基づき、太田川原野谷

川治水水防組合管理者から提出された令和３年度の決算書及び附属書類並びに帳票及び

審査に付された令和３年度の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成

されており、各計数に誤りはなく、関係諸帳簿及び証拠書類といずれも符合し、適正であると
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７ 決算の概要

（１）　歳　　入

(単位：千円、％）

1

2

3

収入済額の執行率は、82.0％（前年度100.9％）となっている。

担金が全体の95.0％を占めている。

市町別分担金調書 (単位：千円）

（２）　歳　　出

(単位：千円、％）

1

2

3

予算現額に対する支出済額の執行率は、75.7％（前年度95.6％）となっている。

93.3％を占めている。

1004,957 191 103.9

歳出決算額は、予算現額6,800千円に対し、支出済額5,148千円、不用額1,652千円で、

予備費 100 0 －

合　　計 6,800 5,148 0 1,652 75.7

支出済額を前年度と比較すると191千円(3.9％）の増加となり、構成比は、土木費が全体の

0 100 0.0 0.00 0

6.7351 △ 8 97.7

土木費 6,333 4,805 0 1,528 75.9

議会費 367 343 0 24 93.5

93.34,607 198 104.3

森　町 265 216 221 702

前年度
対比

（C)/(A)
予算現額

（B)
支出済額

（C)

翌年度
繰越額

（D)

不用額
（E)

執行率
（C)/(B)

構成比

合　計 1,060 1,590 2,650 5,300

　　　区分

　
 款

令和３年度
令和２年度

支出済額
（A)

増減額
（C)-(A)

掛川市 265 361 692 1,318

袋井市 265 692 383 1,340

歳入決算額は、予算現額6,800千円に対し、収入済額5,577千円であり、予算現額に対する

収入済額を前年度と比較すると343千円(6.6％）の増加となり、構成比は、分担金及び負

　　　　     区分
　市町名

平等割(20％） 面積割(30％） 事業費割(50％） 合計

磐田市 265 321 1,354 1,940

合　　計 6,800 5,577 5,577 82.0 1005,234 343 106.6

諸 収 入 2 0 0 0.0 0.05 △ 5 皆減

5,300 5,300 80.3 95.04,787 513 110.7

繰 越 金 198 277 277 139.9 5.0442 △ 165 62.7

　　　　　　区分

　款

令和３年度令和２年度

収入済額
（A)

増減額
（D)-(A)

前年度
対比

（D)/(A)
予算現額

（B)
調定額

（C)
収入済額

（D)
執行率
（D)/(B)

構成比

分 担 金 及 び
負 担 金 6,600
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８ 実質収支に関する調書

428千円が実質収支額となっている。

９ まとめ

事業促進に関する事務を共同処理するために設置された組合である。

されたい。

太田川原野谷川治水水防組合は、昭和32年に太田川原野谷川の水防及び河川の改修

令和３年度決算においては、歳入総額5,577千円、歳出総額5,148千円、歳入歳出差引額

完了させるとともに、構成市町と連携を取りならがら、解散に向けて的確かつ円滑に手続き

本組合は、令和５年３月末をもって解散することが決まっている。今後は、事業を確実に
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